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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 6 年 3 月 2 7 日 ( 2 0 2 4 . 3 . 2 7 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
  総 得 点 記 憶 手 段 は 、 現 在 の 遊 技 媒 体 数 を 示 す 総 得 点 が 記 憶 可 能 で あ る よ う 構 成 さ れ て お  
り 、
  遊 技 媒 体 に 関 す る ベ ッ ト 処 理 に 応 じ て 、 総 得 点 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 更 新  
可 能 で あ る よ う 構 成 さ れ て お り 、
  遊 技 媒 体 に 関 す る 付 与 処 理 に 応 じ て 、 総 得 点 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 更 新 可  
能 で あ る よ う 構 成 さ れ て お り 、
  遊 技 媒 体 に 関 す る 貸 出 処 理 に 応 じ て 、 総 得 点 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 更 新 可  
能 で あ る よ う 構 成 さ れ て お り 、
  総 得 点 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 所 定 値 以 上 、 か つ 上 限 値 未 満 の 値 で あ る 或 る  
値 の 場 合 は 、 遊 技 媒 体 に 関 す る 貸 出 処 理 が 不 可 で あ る 状 態 と す る よ う 構 成 さ れ て お り 、
  総 得 点 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 前 記 或 る 値 の 場 合 は 、 遊 技 媒 体 に 関 す る ベ ッ  
ト 処 理 が 可 能 で あ る 状 態 と す る よ う 構 成 さ れ て お り 、
  総 得 点 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 前 記 或 る 値 の 場 合 は 、 遊 技 媒 体 に 関 す る 付 与  
処 理 が 可 能 で あ る 状 態 と す る よ う 構 成 さ れ て お り 、
  ホ ー ル コ ン ・ 不 正 監 視 情 報 を 貸 出 ユ ニ ッ ト 側 に 出 力 可 能 な 所 定 タ イ ミ ン グ に て 第 １ 遊 技  
状 態 で あ り 、 ベ ッ ト 数 が ０ で あ り 、 付 与 数 が ０ で あ り 、 当 該 所 定 タ イ ミ ン グ か ら 第 １ の 期  
間 が 経 過 し た タ イ ミ ン グ で あ っ て 遊 技 機 の 起 動 が 完 了 し て か ら 第 ２ の 期 間 が 経 過 し た 第 ２  
タ イ ミ ン グ に て 第 １ 遊 技 状 態 で あ り 、 ベ ッ ト 数 が ０ で あ り 、 付 与 数 が ０ で あ っ た 場 合 は 、  
当 該 第 ２ タ イ ミ ン グ に お い て 遊 技 機 設 置 情 報 を 貸 出 ユ ニ ッ ト 側 に 出 力 可 能 で あ る よ う 構 成  
さ れ て お り 、
  ホ ー ル コ ン ・ 不 正 監 視 情 報 を 貸 出 ユ ニ ッ ト 側 に 出 力 可 能 な 所 定 タ イ ミ ン グ に て 第 １ 遊 技  
状 態 で あ り 、 ベ ッ ト 数 が ０ で あ り 、 付 与 数 が ０ で あ り 、 当 該 所 定 タ イ ミ ン グ か ら 第 １ の 期  
間 が 経 過 し た タ イ ミ ン グ で あ っ て 遊 技 機 の 起 動 が 完 了 し て か ら 第 ２ の 期 間 が 経 過 し た 第 ２  
タ イ ミ ン グ に て 第 １ 遊 技 状 態 で あ り 、 ベ ッ ト 数 が 特 定 値 （ 特 定 値 は １ 以 上 の 値 ） で あ り 、  
付 与 数 が ０ で あ っ た 場 合 は 、 当 該 第 ２ タ イ ミ ン グ に お い て ホ ー ル コ ン ・ 不 正 監 視 情 報 を 貸  
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出 ユ ニ ッ ト 側 に 出 力 可 能 で あ る よ う 構 成 さ れ て い る
遊 技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 、 総 得 点 記 憶 手 段 は 、 現 在 の 遊 技 媒 体 数 を 示 す 総 得 点 が 記 憶 可 能 で あ る よ う 構  
成 さ れ て お り 、
  遊 技 媒 体 に 関 す る ベ ッ ト 処 理 に 応 じ て 、 総 得 点 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 更 新  
可 能 で あ る よ う 構 成 さ れ て お り 、
  遊 技 媒 体 に 関 す る 付 与 処 理 に 応 じ て 、 総 得 点 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 更 新 可  
能 で あ る よ う 構 成 さ れ て お り 、
  遊 技 媒 体 に 関 す る 貸 出 処 理 に 応 じ て 、 総 得 点 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 更 新 可  
能 で あ る よ う 構 成 さ れ て お り 、
  総 得 点 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 所 定 値 以 上 、 か つ 上 限 値 未 満 の 値 で あ る 或 る  
値 の 場 合 は 、 遊 技 媒 体 に 関 す る 貸 出 処 理 が 不 可 で あ る 状 態 と す る よ う 構 成 さ れ て お り 、
  総 得 点 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 前 記 或 る 値 の 場 合 は 、 遊 技 媒 体 に 関 す る ベ ッ  
ト 処 理 が 可 能 で あ る 状 態 と す る よ う 構 成 さ れ て お り 、
  総 得 点 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 総 得 点 が 前 記 或 る 値 の 場 合 は 、 遊 技 媒 体 に 関 す る 付 与  
処 理 が 可 能 で あ る 状 態 と す る よ う 構 成 さ れ て お り 、
  ホ ー ル コ ン ・ 不 正 監 視 情 報 を 貸 出 ユ ニ ッ ト 側 に 出 力 可 能 な 所 定 タ イ ミ ン グ に て 第 １ 遊 技  
状 態 で あ り 、 ベ ッ ト 数 が ０ で あ り 、 付 与 数 が ０ で あ り 、 当 該 所 定 タ イ ミ ン グ か ら 第 １ の 期  
間 が 経 過 し た タ イ ミ ン グ で あ っ て 遊 技 機 の 起 動 が 完 了 し て か ら 第 ２ の 期 間 が 経 過 し た 第 ２  
タ イ ミ ン グ に て 第 １ 遊 技 状 態 で あ り 、 ベ ッ ト 数 が ０ で あ り 、 付 与 数 が ０ で あ っ た 場 合 は 、  
当 該 第 ２ タ イ ミ ン グ に お い て 遊 技 機 設 置 情 報 を 貸 出 ユ ニ ッ ト 側 に 出 力 可 能 で あ る よ う 構 成  
さ れ て お り 、
  ホ ー ル コ ン ・ 不 正 監 視 情 報 を 貸 出 ユ ニ ッ ト 側 に 出 力 可 能 な 所 定 タ イ ミ ン グ に て 第 １ 遊 技  
状 態 で あ り 、 ベ ッ ト 数 が ０ で あ り 、 付 与 数 が ０ で あ り 、 当 該 所 定 タ イ ミ ン グ か ら 第 １ の 期  
間 が 経 過 し た タ イ ミ ン グ で あ っ て 遊 技 機 の 起 動 が 完 了 し て か ら 第 ２ の 期 間 が 経 過 し た 第 ２  
タ イ ミ ン グ に て 第 １ 遊 技 状 態 で あ り 、 ベ ッ ト 数 が 特 定 値 （ 特 定 値 は １ 以 上 の 値 ） で あ り 、  
付 与 数 が ０ で あ っ た 場 合 は 、 当 該 第 ２ タ イ ミ ン グ に お い て ホ ー ル コ ン ・ 不 正 監 視 情 報 を 貸  
出 ユ ニ ッ ト 側 に 出 力 可 能 で あ る よ う 構 成 さ れ て い る
遊 技 機 。
  ま た 、 本 発 明 は 、 キ ャ ビ ネ ッ ト を 閉 鎖 可 能 な フ ロ ン ト ド ア を 備 え 、
　 所 定 期 間 毎 に 所 定 情 報 を 貸 出 装 置 に 出 力 可 能 と な る よ う 構 成 さ れ て お り 、
　 フ ロ ン ト ド ア が 開 放 し て い る 状 況 で は 、 フ ロ ン ト ド ア が 開 放 し て い る こ と を 示 す 情 報 が  
所 定 情 報 に 含 ま れ る よ う 構 成 さ れ て お り 、
　 フ ロ ン ト ド ア が 閉 鎖 し て い る 状 況 で は 、 フ ロ ン ト ド ア が 閉 鎖 し て い る こ と を 示 す 情 報 が  
所 定 情 報 に 含 ま れ る 場 合 と 、 フ ロ ン ト ド ア が 開 放 し て い る こ と を 示 す 情 報 が 所 定 情 報 に 含  
ま れ る 場 合 と 、 が あ る よ う 構 成 さ れ て お り 、
　 フ ロ ン ト ド ア が 開 放 し た と 判 断 し た と き は 所 定 期 間 の タ イ マ セ ッ ト 処 理 を 実 行 し 、 フ ロ  
ン ト ド ア が 開 放 し て い る 状 況 で は 、 タ イ マ セ ッ ト 処 理 が 複 数 回 実 行 可 能 と な る よ う 構 成 さ  
れ て い る
こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 で あ っ て も よ い 。


	header
	written-amendment

